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目的

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」）等
グ 書を グにグリーン電力証書を位置付けるためには、グリーン電

力証書制度の更なる信頼性向上が必要。

特に購入者によるグリーン電力証書の適正使用の確保
や報告にあたっての数値の厳密性確保・適正実施が求め
られる。そこで現行のグリーン電力証書制度を見直し、厳
格化を目指すべく委員会を設置して検討を実施。

委員会の委員は、法律・会計の専門家で構成して検討を実施。
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論点

論点１論点１ 権利移転の時点の考え方権利移転の時点の考え方
発電者からグリ ン電力証書発行事業者へのグリ ン電力価値の移発電者からグリーン電力証書発行事業者へのグリーン電力価値の移
転について2種類の方法があることが分かった。統一すべきと結論。

論点２論点２ 有効期間有効期間
グ現状ではグリーン電力証書の有効期間は設定されていないが、公的

報告制度で判断すべき事項ではないかと結論。

論点３論点３ 環境価値の表現：責任の範囲について環境価値の表現：責任の範囲について論点論点 環境価値 表現 責任 範囲環境価値 表現 責任 範囲
グリーン電力証書の購入者の二重使用を防止するため、マーク使用
権を設定し、その管理を通じた枠組みに移行すべきと結論

論点４論点４ 権利行使の考え方について権利行使の考え方について論点４論点４ 権利行使の考え方について権利行使の考え方について
グリーン電力証書の購入者による表現を類型化し、権利行使したと見
なす範囲を特定化。

論点５論点５ 償却手続償却手続論点５論点５ 償却手続償却手続
適切な報告手続を構築することとなった。
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基本的なコンセプトは「契約とルールに基づいた厳格性確保」である。



今回の検討結果の概要

グリーン電力証書
の償却

証書発行事業者を通じた情報収
集で権利行使状況を把握の償却 集で権利行使状況を把握

グリーン電力証書ビジネスにおける事業者間の環境価値
移転時期を明確化。
証書発行会社は 購 者 権利行使を ク使 権管ク使 権管証書発行会社は、購入者の権利行使をマーク使用権管マーク使用権管
理理を通じて把握。これにより責任範囲明確化責任範囲明確化。
認証センターは、証書発行会社に購入者のグリーン電力
証書の権利行使状況の管理責任を課す証書の権利行使状況の管理責任を課す。
グリーン電力証書権利行使の考え方を再整理し、公的報
告制度で報告可能なグリーン電力証書権利行使方法を
明確化明確化。

登録簿の構築
償却手続きに伴う情報を登録簿
で管理

登録簿の構築
で管理

購入者、発電者、電気価値購入者ごとに集約した情報を
第三者に閲覧可能な形で公開
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第三者に閲覧可能な形で公開



各種公的報告制度（温対法算定 報告 公表制度等）

全体の構図

グリ ン電力証書

各種公的報告制度（温対法算定・報告・公表制度等）

事業者報告の照会

第三者にも公表（家グリーン電力証書
登録簿

登録簿管理
Ｃ

Ｃ
Ｏ

第三者にも公表（家
庭用ＰＶ・小口証書
販売は集約化）

グリーンエネルギー
認証センター表現ガイドラインで 表現ガイドラインで

Ｃ
Ｏ
２
減
量
報

Ｏ
２
増
量
報
告

発電者・購入者
管理義務

証書販売
・償却報告

表現内容に制限 表現内容に制限
報
告

告

証書の充当
先を明確化

グリーン電力証
書購入者

グリーン電力証
書発行事業者

グリーン電力
発電者

証書販売・各社
マーク使用権

発電量報告・環
境価値譲渡

書購入者 書発行事業者 発電者
マーク使用報告・
購入代金の支払

発電代金の支払

グリーンエネルギー認証センターはグリーン電力証書発行事業者に契約を通じて、
発電者の環境価値放棄及び購入者の環境価値行使の管理に関する義務を課す
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発電者の環境価値放棄及び購入者の環境価値行使の管理に関する義務を課す。

グリーン電力証書発行事業者は、契約を通じて発電者・購入者の権利・義務遵守
を確保。特に購入者はマーク使用権の付与を通じて、権利行使・充当先を明確化。



認証センターと証書発行事業者

グリーンエネルギー
認証センター

グリーンエネルギー認証センターはグリーン電力証書発
行事業者に契約を通じて、発電者の環境価値放棄及び
購入者の環境価値行使の管理に関する義務を課す。

発電者・購入者
管理義務

証書販売
・償却報告

発電者データ発電者データ：設備認定・電力量認証を通じてセンター
は情報を把握

購入者データ購入者データ：契約期間、権利行使期間・用途、シリア

グリーン電力証
書発行事業者

購入者デ タ購入者デ タ 契約期間、権利行使期間 用途、シリア
ル番号、契約電力量、実績電力量、公的報告制度での
活用を証書発行事業社は定期的にセンターへ報告（従来
の保有者報告を変更）

購入者報告の内容 発電者データの内容

報告内容

契約期間 ○月△日～□月●日

権利行使期間 ○月△日～□月●日

シリ 番号 07W01 0804 0903 00000001 A01

報告内容

発電期間 ○月△日～□月●日

シリアル番号 07W01-0804-0903-00000001-A01～
07W01-0804-0903-01000001-A01

シリアル番号 07W01-0804-0903-00000001-A01～
07W01-0804-0903-01000001-A01

用途 できるだけ具体的に記入（グリーン電力証
書権利行使の把握）

契約電力量 ○▲□●kWh

認証電力量 ○▲□●kWh

電気価値購入者 ○▲□電力会社

公的報告制度対象の有無 ●▽■制度
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契約電力量 ○▲□●kWh

実績電力量 ○▲□●kWh

公的報告制度での活用 ●▽■制度
年度ごとにデータ集約



証書発行事業者と購入者

表現ガイドラインで
書 充

証書発行事業者は認証センターから購

グリーン電力証 グリーン電力証

証書販売・各社
マーク使用権

表現ガイ ライン
表現内容に制限

グリーンエネルギー認証センターは、各

証書の充当
先を明確化

入者の証書権利行使に関する管理責
任を課される。

グリ ン電力証
書購入者

グリ ン電力証
書発行事業者

マーク使用報告・
購入代金の支払

グリーン電力証書発行事業者は 契約を通じて発電者・購入者の権利・義務遵守を確

社マークの収集・開示を行う。

【購入者の表現方法を以下に限定する】

グリ ン電力証書発行事業者は、契約を通じて発電者 購入者の権利 義務遵守を確
保。表現ガイドライン遵守も契約書で明記する。

特にマーク使用権の付与を通じて、購入者の権利行使・充当先を把握。

【購入者の表現方法を以下に限定する】

① グリーン電力証書を掲示する。

② ①が困難な場合は、証書発行会社マークと説明文を記載

グリーン電力証書

各社マ ク
③ ②で十分な説明文を記載することが困難な場合は、何らか

の媒体での説明を確保

④ 製品等へのグリーン・エネルギー・マークの添付

各社マーク

関連情報 ④ 製品等 のグリ ン ネルギ マ クの添付関連情報

グリーン・エネルギー・マークは製品の製造段階に充当さ
れるが、使用許諾契約に基づき厳格な管理を実施。

温対法報告制度での扱い
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認証機関マーク
グリーン電力証

書購入者
公的報告に使用可能なグリーン電力量
を報告



証書発行事業者と発電者

表現ガイドラインで 証書発行事業者は認証センターから発

グリーン電力証 グリーン電力発

発電量報告・環
境価値譲渡

表現ガイドラインで
表現内容に制限

証書発行事業者は認証センタ から発
電者の環境価値放棄に関する管理責
任を課される。

グリ ン電力証
書発行事業者

グリ ン電力発
電者

発電代金の支払

グリーン電力証書発行事業者は、契約を通じて発電者・購入者の権利・義務遵守を確
保。表現ガイドライン遵守も契約書で明記する。

環境価値の放棄は契約上でも担保。

グリーン電力発電設備は、グリーン電力発電設備認定の際に適格性要件を満たして
いるか確認。またグリーン電力量認証の際に電力量の正確性を確認。

電気価値の販売先の情報も提出データに加える。

発電者
自家発

自家発電気価値購入者のCO2報告値
に反映（自家・外部の場合あり）

温対法報告制度での扱い

発電者

系統電力
電気価値を購入する電気事業者の
CO2排出係数に反映
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温対法報告制度は「年度」単位での実績を報告する枠組みであるため、少な
くとも報告対象となる電力量認証は年度で計量を区切る必要がある。



登録簿のイメージ

購入者

契約管理番号 契約期間
権利行使期

間
シリアル番号 用途

グリーン電力証
書購入電力量

公的報告制度での
活用

○○株式会社 08Ａ01001 ○○事業所 温対法報告制度

購入者

○○株式会社 08Ａ01001 ○○事業所 温対法報告制度

08Ａ01002 ○○イベント ×

08Ａ01003 なし ×

08Ａ01004 個人向け販売 ×

公的報告制度対象の

個 販売

▲▲株式会社 08Ａ02001 ○○事業所 温対法報告制度

発電者

設備認定番号 発電期間 シリアル番号 認証電力量 電気価値購入者
公的報告制度対象の

有無

■■株式会社 05B016 ◎◎電力株式会社 ○

05H019 ◎◎電力株式会社 ○

□□株式会社 06W017 ▲▲株式会社 ×

個人（PVファーム） 07P001 個人（自家消費） ×

電気価値購入者

発電期間 認証電力量

◎◎電力株式会社

電気価値購入者

グリーンエネルギー認証センターは、四
半期ごとに集計・公表。
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▲▲株式会社

個人（家庭用太陽電池自家消費）


